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名
護
市
辺
野
古
新
基
地
建
設
工
事
の
あ
っ
せ
ん
を
主
た
る
業
務
と
す
る
一
般
社
団
法
人
と
政
府
が
締
結
し
た
建

物
賃
貸
借
契
約
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
職
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
付
の
質
問
主
意
書
で
名
護
市
辺
野
古
新
基
地
建
設
工
事
の
あ
っ
せ
ん
を
主
た
る
業
務
と

す
る
一
般
社
団
法
人
の
設
立
目
的
や
「
あ
っ
せ
ん
を
主
た
る
業
務
」
と
す
る
こ
と
の
適
正
性
、
政
府
か
ら
の
資
金
の
有
無
、
建

設
へ
の
懐
柔
な
ど
に
つ
い
て
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
政
府
は
八
月
八
日
付
の
答
弁
書
で
「
答
え
を
差
し
控
え
る
」
と
か
、
「
意
味

す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
な
ど
と
い
う
木
で
鼻
を
括
っ
た
答
弁
を
行
っ
た
。

そ
の
後
、
沖
縄
防
衛
局
の
名
護
防
衛
事
務
所
の
新
た
な
移
転
先
に
つ
い
て
、
沖
縄
県
内
の
地
元
紙
は
「
前
述
の
一
般
社
団
法
人

が
区
か
ら
区
有
地
を
借
り
て
新
事
務
所
建
設
を
発
注
し
、
防
衛
局
が
建
物
や
土
地
の
賃
借
料
を
支
払
う
形
で
契
約
を
進
め
た
」

こ
と
や
、
「
沖
縄
防
衛
局
が
一
般
社
団
法
人
と
賃
貸
借
契
約
を
結
び
、
月
額
百
八
十
万
円
を
支
払
う
」
こ
と
な
ど
を
報
道
し
た

が
、
そ
の
賃
貸
借
に
関
し
て
新
た
な
疑
惑
が
生
じ
て
い
る
。

そ
こ
で
お
尋
ね
す
る
。

一

沖
縄
防
衛
局
の
名
護
防
衛
事
務
所
は
名
護
市
字
辺
野
古
内
に
事
務
所
を
移
転
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
事
務
所
移
転
の

理
由
と
目
的
、
移
転
前
の
事
務
所
の
賃
借
料
や
敷
金
、
礼
金
、
そ
の
他
支
払
っ
た
経
費
、
旧
事
務
所
面
積
に
つ
い
て
政
府
の

一



承
知
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

平
成
二
十
八
年
七
月
十
五
日
に
沖
縄
防
衛
局
長
は
、
一
般
社
団
法
人
辺
野
古
Ｃ
Ｓ
Ｓ
代
表
理
事
と
の
間
で
、
名
護
市
字
辺

野
古
一
〇
〇
七
番
一
四
五
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
地
上
二
階
建
事
務
所
棟
及
び
車
庫
棟
の
賃
貸
借
契
約
を
交
わ
し
て
い

る
。
そ
の
賃
借
料
を
契
約
書
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
月
額
で
百
八
十
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む
）
と
な
っ
て

い
る
。
本
職
は
、
こ
の
賃
貸
借
料
は
名
護
市
辺
野
古
地
域
で
は
極
め
て
高
額
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
月
額
百
八
十
万
円

と
い
う
賃
借
料
に
つ
い
て
名
護
市
内
の
近
傍
類
似
の
施
設
や
県
都
那
覇
市
の
類
似
施
設
の
賃
借
料
と
比
較
し
た
場
合
、
高
い

の
か
安
い
の
か
、
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
か
に
つ
い
て
政
府
の
承
知
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
賃
借
料
が
適

正
で
あ
る
か
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
答
え
ら
れ
た
い
。

三

沖
縄
防
衛
局
は
、
一
般
社
団
法
人
辺
野
古
Ｃ
Ｓ
Ｓ
に
対
し
て
毎
月
の
賃
借
料
を
支
払
っ
て
い
る
が
、
契
約
に
際
し
て
敷
金

や
礼
金
、
手
付
金
、
保
証
金
な
ど
賃
借
料
以
外
の
他
の
支
払
い
を
行
っ
た
の
か
、
そ
の
額
は
幾
ら
か
に
つ
い
て
政
府
の
承
知

す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
額
が
名
護
市
の
近
傍
類
似
の
施
設
の
賃
借
料
と
比
較
し
て
適
正
で
あ
る
か

に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
答
え
ら
れ
た
い
。

四

本
職
が
去
る
八
月
二
十
二
日
に
法
務
局
で
当
該
物
件
の
登
記
簿
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
建
物
棟
及
び
車
庫
棟
の
所
有
者
は

二



宜
野
座
村
に
本
店
を
構
え
る
株
式
会
社
Ａ
社
で
、
土
地
の
所
有
者
は
名
護
市
辺
野
古
に
住
む
三
名
の
個
人
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
て
い
る
。
一
般
社
団
法
人
辺
野
古
Ｃ
Ｓ
Ｓ
及
び
そ
の
代
表
理
事
等
は
当
該
物
件
に
関
し
て
何
ら
法
的
権
利
を
有
し
て
い

な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
な
ぜ
政
府
は
法
的
に
全
く
の
無
権
利
者
で
あ
る
一
般
社
団
法
人
辺
野
古
Ｃ
Ｓ
Ｓ
及
び
そ
の

代
表
理
事
と
建
物
の
賃
貸
借
契
約
を
交
わ
し
た
の
か
。

五

政
府
が
民
間
の
建
物
や
土
地
を
借
り
て
賃
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
際
に
は
、
ま
ず
権
利
者
を
特
定
・
確
認
す
る
た
め
登
記

簿
を
取
り
寄
せ
る
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
政
府
の
内
部
に
対
す
る
訓
令
的
性
質
を
持
つ
手
続
き
規
定
と
し
て
の
会
計
諸
法
令
に
基

づ
く
所
要
の
手
続
き
を
必
ず
行
っ
て
い
る
か
。

六

質
問
五
に
関
連
し
て
、
今
回
の
賃
貸
借
契
約
の
場
合
に
国
の
会
計
諸
法
令
及
び
借
地
借
家
法
上
ど
の
よ
う
な
手
続
き
や
確

認
を
行
っ
た
の
か
。

七

一
般
社
団
法
人
辺
野
古
Ｃ
Ｓ
Ｓ
及
び
そ
の
代
表
理
事
は
当
該
物
件
の
賃
貸
借
契
約
書
で
定
め
る
「
賃
貸
人
」
と
し
て
ど
の

よ
う
な
法
的
権
限
を
有
す
る
者
と
位
置
付
け
た
の
か
。

八

当
該
建
物
の
所
有
権
保
存
登
記
は
平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日
付
で
あ
り
、
建
物
棟
及
び
車
庫
棟
の
完
成
は
登
記
簿
上

で
は
同
年
の
六
月
十
一
日
で
あ
る
。
一
方
、
沖
縄
防
衛
局
の
名
護
防
衛
事
務
所
の
移
転
（
入
居
）
年
月
日
は
同
年
の
七
月
二

三



十
五
日
で
あ
る
。
建
物
の
完
成
か
ら
入
居
ま
で
の
期
間
が
僅
か
一
か
月
に
満
た
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
移
転
（
入
居
）
準
備

や
賃
貸
借
契
約
の
事
務
手
続
き
に
要
す
る
期
間
を
考
え
た
場
合
、
常
識
で
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
短
期
間
で
も
っ
て
移
転

（
入
居
）
が
進
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
当
該
物
件
の
建
設
が
い
つ
か
ら
着
工
さ
れ
、
何
時
完
成
し
、
入
居
が
可
能
と

な
っ
た
の
は
何
時
か
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
一
連
の
日
時
を
沖
縄
防
衛
局
は
何
時
か
ら
把
握
し
て
い
る
の
か
等
の
時
系
列
的

な
推
移
に
つ
い
て
政
府
の
承
知
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

九

法
人
は
、
民
法
第
三
十
四
条
で
「
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款
で
定
め
ら
れ
た
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
権
利
を
有
し
、

義
務
を
負
う
」
と
さ
れ
、
ま
た
一
般
社
団
法
人
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
一
項

第
一
号
で
「
目
的
は
定
款
の
絶
対
的
記
載
事
項
（
一
般
社
団
法
人
の
定
款
に
必
ず
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
」
と
さ
れ

て
い
る
。
と
こ
ろ
で
一
般
社
団
法
人
辺
野
古
Ｃ
Ｓ
Ｓ
の
登
記
簿
謄
本
を
見
る
と
、
平
成
二
十
六
年
六
月
十
六
日
現
在
で
「
不

動
産
の
賃
貸
借
」
を
営
め
る
目
的
が
登
記
さ
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
登
記
さ
れ
て
い
な
い
「
不
動
産
の
賃
貸
」
と
い
う
営
利
事

業
を
法
令
に
反
し
て
営
む
こ
と
が
出
来
る
の
か
政
府
の
見
解
を
答
え
ら
れ
た
い
。

十

質
問
九
に
関
連
し
て
、
政
府
は
、
一
般
社
団
法
人
辺
野
古
Ｃ
Ｓ
Ｓ
が
法
令
に
反
し
て
不
動
産
の
賃
貸
業
を
営
む
こ
と
に
な

る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
賃
貸
人
と
し
て
契
約
を
締
結
し
た
の
か
。

四



十
一

政
府
は
、
一
般
社
団
法
人
辺
野
古
Ｃ
Ｓ
Ｓ
が
建
物
棟
及
び
車
庫
棟
の
所
有
者
で
あ
る
株
式
会
社
Ａ
社
と
の
間
で
借
地
借

家
法
上
の
借
家
権
設
定
契
約
が
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
や
、
第
三
者
に
対
す
る
何
ら
か
の
対
抗
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の

法
的
な
確
認
を
行
っ
た
の
か
。

十
二

政
府
が
一
般
社
団
法
人
辺
野
古
Ｃ
Ｓ
Ｓ
と
の
間
で
締
結
し
た
建
物
の
賃
貸
借
契
約
は
法
的
に
有
効
か
。

十
三

質
問
十
一
及
び
十
二
に
関
連
し
て
、
政
府
が
一
般
社
団
法
人
辺
野
古
Ｃ
Ｓ
Ｓ
と
の
間
で
締
結
し
た
建
物
の
賃
貸
借
契
約

は
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
。

十
四

質
問
十
か
ら
十
三
ま
で
に
関
連
し
て
、
建
物
の
賃
借
人
で
あ
る
政
府
は
真
の
権
利
者
で
あ
る
株
式
会
社
Ａ
社
に
対
し
て

何
ら
か
の
対
抗
措
置
を
取
る
こ
と
は
可
能
か
。

右
質
問
す
る
。

五


